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ⅢⅢ．．    熊熊本本市市のの森森づづくくりりのの方方向向性性とと推推進進方方策策 

１１．．森森づづくくりりのの方方向向性性

森林を適切に整備・管理するとともに、森林を積極的に活用して健全で多様な森づくりを進めることは、防

災・減災や豊かな水と生態系の保全、心身の豊かさを育むことにつながります。 

森林の有する多面的機能を十分に発揮させることは、私たちの生活にとって非常に重要なことなのです。ま

た、近年関心が高まっている「持続可能な開発目標（SDGs）」についても、目標達成への寄与が期待されて

います。 

しかし、現在、本市では十分な管理が行われていない森林が多く、手入れ不足によって森林が荒れ、竹林が

拡大している状況です。 

このような情勢を踏まえ、熊本市第７次総合計画のめざすまちの姿である「災害に強くだれもが安心して暮

らせるまち」や「上質な生活都市」など、上位計画を実現するため、森づくりの目指すべき方向性を示します。 

（（１１））森森林林のの有有すするる多多面面的的機機能能のの高高度度発発揮揮

① 公益的機能を十分に発揮させる森林整備・管理

山地災害防止や水源涵養、生物多様性保全、地球環境保全（二酸化炭素吸収等）などの森林の公益

的機能を将来にわたって安定的に発揮させるためには、多様な樹種で構成される森林が自然生態系の

営みによって、健全に遷移する必要があります。

このため、人家や公共施設の有無等周辺環境の状況も踏まえながら、森林の状況に応じ、間伐により林

内に差し込む光の調節を行います。また、遊歩道などが整備されるなど市民が利用する天然林について必

要な手入れを行うとともに、人工林についてはⅰ）針葉樹と広葉樹の混交化、ⅱ）針葉樹から広葉樹への

転換を図るなどの人工的な誘導により、森林の公益的機能を将来にわたって安定的に発揮させます。 

② 木材生産の可能な箇所における間伐等の適正な実施

人工林における森林の集約状況や規模、林道や作業道などの路網状況を踏まえ、木材搬出の可能性

のある箇所については、木材生産機能の維持を推進します。

③ 市有林を多面的機能発揮のモデル林として整備

市民が憩い、学び、楽しむ場として活用が可能な市有林を整備し、市民が気軽に森に入り親しめる場を

つくります。
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（（２２））放放置置竹竹林林対対策策のの取取組組のの拡拡大大

① 市民との協働による放置竹林対策の継続と取組面積の拡大

根が浅く地下茎により増殖する竹林は、放置されると生息域を急速に拡大し、生態系の破壊や里山景

観の悪化、土砂流出を招く等の悪影響が懸念されます。竹林の崩落防止や生活環境の保全を図るため、

放置竹林対策に取り組む団体の活動の継続を支援しつつ、放置竹林対策に取り組む面積を広げていきま

す。

② 竹林を地域資源として有効利用

竹林の適正な管理を推進し、竹林をタケノコ掘りや散策等を楽しめる快適な空間へ転換するとともに、

地域の活性化に寄与する地域資源として有効利用を推進します。

（（３３））市市民民がが森森にに親親ししむむ森森林林空空間間のの創創出出とと森森林林にに対対すするる市市民民理理解解のの醸醸成成

① 森林環境教育の場としての市有林の整備・活用

市民が憩い、学び、楽しむ場として活用が可能な市有林を整備し、市民が気軽に森に入り親しめる場を

つくります。

② 市民との協働による里山林の保全と活用

市民との協働による里山林保全の継続的な取組に向けた推進体制を整備し、市民の森への親しみと積

極的な活用を推進します。

③ 森林環境教育及び木育の推進

多様な活動の場として整備された市有林をはじめ、市内の森林を活用した森林環境教育を推進し、子

どもから大人まで幅広い世代が森林の機能や多様な林産物を活用することで、生涯学習や健康づくりに

も資する取組を推進します。

また、幼少期から木のおもちゃや木製品とふれあう木育を通じて、森林に対する理解を深める取組を推

進します。 
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図 29  めざす森林の姿
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（参考）熊本市がめざす森林の姿と SDGs の関係

図 30 熊本市の森林と SDGs との関係 

（令和２年度版森林・林業白書「資料 特-3 我が国の森林の循環利用と SDGs との関係」を参考に作成） 

SDGs（Sustainable Development Goals）は、2015 年の国連サミットにおいて全ての加盟国が合意した「持

続可能でよりよい社会の実現を目指す世界共通の目標」です。2030 年を達成年限とし、17 の目標から構成され

ています。 

地球環境や気候変動など環境問題だけでなく、経済、社会の側面も踏まえ統合的に解決しながら持続可能なより

よい未来を築くことを目標としています。以下に、熊本市の森づくりと SDGｓの関連性について例示をします。 

（目標 2：飢餓をゼロに） 持続可能な林産物生産による食料の提供 

（目標 3：すべての人に健康と福祉を） 森林レクリエーションによる健康増進 

（目標 4：質の高い教育をみんなに） 自然観察を通した森林環境教育や生涯学習の場の提供 

（目標 5：ジェンダー平等を実現しよう） 女性の活躍できる場の提供 

（目標 6：安全な水とトイレを世界中に） 豊かな森がはぐくむ豊かな水資源 

（目標 7：エネルギーをみんなにそしてクリーンに） 木質バイオマスによる地産地消の再生可能エネルギーの提供 

（目標 8：働きがい経済成長も） 持続可能な森林経営による雇用創出 

（目標 9：産業と技術革新の基盤をつくろう） 木材や林産物生産による産業の場の提供 

（目標 11：住み続けられるまちづくりを） 防災・減災のための強靭（レジリエント）な森林 

（目標 12：つくる責任つかう責任） 持続可能な森林経営は資源循環につながる 

（目標 13：気候変動に具体的な対策を） 山地災害防止や温室効果ガスの吸収源として森林 

（目標 14：海の豊かさを守ろう） 豊かな海をはぐくむ森林   

（目標 15：陸の豊かさも守ろう） 豊かな生物多様性を維持する 

（目標 17：パートナーシップで目標を達成しよう） 個人・企業・行政等のパートナーシップを活性化 
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２２  森森づづくくりりのの推推進進方方策策

（（１１））森森林林のの有有すするる多多面面的的機機能能のの高高度度発発揮揮

◆ 森林経営管理制度の運用により適切な森林管理を推進

令和２年度より森林経営管理制度に取り組んでおり、山地災害予防等の防災・減災の観点から整備す

る必要がある公共性の高い場所などから順次、私有林の整備に取り組んでいきます。市内の私有林人工

林約８９０ｈａ（人工林１，０４０ｈａから森林経営計画策定地１５３ｈａを除いた面積）を１５年程度（国の示

す目安（間伐のおおよその周期）による）で一巡する計画としています。また、人工林や市民が利用する

（遊歩道等の整備された）天然林については、機能発揮のために手入れが必要な箇所の適切な整備を

進めます。 

整備にあたっては、森林境界を明確化するとともに、森林の状態に応じた間伐等を行い、林床植物育成

による公益的機能の強化や、一部区域における木材等生産機能の維持を推進します。 

＜推進に向けた対応策＞ 

ア 森林整備の継続に向けた担い手の育成

市が整備を行う地区ごとに一定期間（５～１５年想定）管理が必要であることから、間伐後の管理

面積の増加にも対応できるよう熊本県森林組合連合会も含め民間事業者の確保を目指します（熊

本連携中枢都市圏注19で活動する民間事業者の育成）。

・民間事業者の確保に向け、熊本県が設置した「くまもと林業大学校」との連携を図るほか、熊本

県森林組合連合会と連携し、造園業、土木建設業等の異業種からの参入者を促進するとともに、

森林整備の手法を指導します。また、森林整備に必要な機械等の効果的な支援の手法を検討し

ます。

注19 熊本連携中枢都市圏… 地域活性化のための拠点を形成するため、熊本圏域の１８市町村が連携して取組を

実施する枠組み 

巡回 
確認
等 

意向調査

権利設定期間５年～１５年

（業務委託事業）
・間伐後の育成状況確認

経営管理

権設定
間伐等整備

・植樹、下刈り、侵入竹除去等

最初 の間 伐 から５
年～１０年で２回目
の間伐実施

＜１年目＞ ＜２年目＞ ＜３年目＞ ＜４年目以降＞

意向調査 経営管理 

権設定
間伐等整備

・間伐後の育成状況確認

・植樹、下刈り、侵入竹除去

＜１年目＞ ＜２年目＞ ＜３年目＞ ＜４年目以降＞

最初の間伐から
５年～１０年で２
回目の間伐

意向調査 経営管理 

権設定
間伐等整備

・間伐後の育成状況確認

・植樹、下刈り、侵入竹除去

＜１年目＞ ＜２年目＞ ＜３年目＞ ＜４年目以降＞

Ａ
地
区

Ｂ
地
区

Ｃ
地
区

図 31 森林経営管理制度の推進イメージ及び私有林管理の工程イメージ 
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図 31 森林経営管理制度の推進イメージ及び私有林管理の工程イメージ 

◆ 市民が親しむ森林空間（遊歩道等含む）の整備と活用を推進

森林の多面的機能を体感できる場と機会を積極的に提供するとともに、森林整備の必要性等を市

民に周知するため、市有林を市民が親しむ森林として整備し有効に活用します。 

＜推進に向けた対応策＞ 

ア 市有林の有効活用の推進

老朽化している市管理の森林遊歩道の補修・改修を段階的に実施します。また、市有林の公益

的機能の高度発揮に向けて、市民が親しむ森林として最大限に活用するための整備手法などを検

討し、森林環境教育等のフィールドとして活用します。

・（国研）森林総合研究所九州支所と連携協定を締結し、森林の有する公益的機能（山地災害

防止機能/土壌保全機能・水源涵養機能等）が高度に発揮されるよう市有林の一部の整備を

推進します。

（（２２））放放置置竹竹林林対対策策のの取取組組のの拡拡大大

◆ 市民との協働による放置竹林対策と竹林の有効活用を推進

竹林を地域資源として有効に活用するため、民間活力を活用して放置竹林の整備を推進します。

＜推進に向けた対応策＞ 

ア 森林・山村多面的機能発揮対策交付金等の活用

森林の有する多面的機能の発揮に向け、地域住民等による森林の保全管理活動等の取組を支

援する森林・山村多面的機能発揮対策交付金（国事業）等の活用を推進します。 

イ 放置竹林対策の持続的支援に向けた体制づくり

放置竹林対策を持続的に行うために、民間事業者等のマンパワーや技術力を取組団体に提

供できる仕組みづくりを推進します。

・市民との協働の森づくり連絡会議（放置竹林対策）を活用した横のつながりの強化と連携体

制の構築を推進します。

ウ 竹林の有効活用の推進

放置竹林対策を行う団体が必要とする労働力や機材等の支援を行うことで取組を推進します。

特にアクセスが容易な地域では、地域交流の活性化に向けたイベントの開催を検討するなど、竹

林の積極的な活用を推進します。

・熊本県森林・山村多面的機能発揮対策協議会事務局を担う熊本県森林組合連合会と連携

し、放置竹林対策に取り組む団体の活動状況に応じて、竹粉砕機等の機械や民間事業者の

労働力を提供等、推進上必要な対策を推進します。
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（（３３））市市民民がが森森にに親親ししむむ森森林林空空間間のの創創出出とと森森林林にに対対すするる市市民民理理解解のの醸醸成成（（森森づづくくりりをを次次のの世世代代へへ

つつななげげるるたためめのの取取組組））

◆ 市民が親しむ森林空間（遊歩道等含む）の整備と活用を推進 ※再掲

森林の多面的機能を体感できる場と機会を積極的に提供するとともに、森林整備の必要性等を市

民に周知するため、市有林を市民が親しむ森林として整備し有効に活用します。 

＜推進に向けた対応策＞ 

ア 市有林の有効活用の推進

老朽化している市管理の森林遊歩道の補修・改修を段階的に実施します。また、市有林の公益

的機能の高度発揮に向けて、市民が親しむ森林として最大限に活用するための整備手法などを検

討し、森林環境教育等のフィールドとして活用します。

・（国研）森林総合研究所九州支所と連携協定を締結し、森林の有する公益的機能（山地災害防

止機能/土壌保全機能・水源涵養機能等）が高度に発揮されるよう市有林の一部の整備を推進

します。

◆ 市民との協働による里山林の保全と活用を推進

子どもから大人まで幅広い世代が森に親しみ、市民が自ら森林を活用し、さらには森林を管理して

いくための推進体制を構築します。

＜推進に向けた対応策＞ 

ア 森林環境教育の拠点となる施設の整備と運用の検討（既存施設を含み検討）

「金峰森の駅みちくさ館」（令和２年度現在、九州自然歩道の利用促進並びに地域の観光・産業

の振興を図る施設として運営）について、森林環境教育の拠点の一つとして活用することについて検

討します。 

イ 活動団体の横のつながりとまちづくりとの連携推進の仕組みの構築(市民との協働の森づくり連絡

会議(里山林保全・活用)の設置と運営)

民間団体の活動を通じて得られた経験やアイデアを共有し、里山林保全・活用の取組の推進を図

る場として連絡会議を設置します。 

   〔民間の活動団体の例：地域団体（自治会、各種協議会等）、ＮＰＯ法人、ボランティア団体等〕 

ウ 森林フィールドを活用して活動団体が実施するイベント等への支援

上記連絡会議等で抽出した課題を解決するための取組を推進します。

エ 市民との協働による森林の整備・保全や活用に関する活動を支援

市民による多様な森づくり活動を推進するため、整備目標（例：①景観、②生物多様性、③バイオ

マス生産、④レクリエーション・教育の場等）の設定や具体的な整備の手法等に関する技術講習等

の取組を推進します。  
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の振興を図る施設として運営）について、森林環境教育の拠点の一つとして活用することについて検

討します。 

イ 活動団体の横のつながりとまちづくりとの連携推進の仕組みの構築(市民との協働の森づくり連絡

会議(里山林保全・活用)の設置と運営)

民間団体の活動を通じて得られた経験やアイデアを共有し、里山林保全・活用の取組の推進を図

る場として連絡会議を設置します。 

   〔民間の活動団体の例：地域団体（自治会、各種協議会等）、ＮＰＯ法人、ボランティア団体等〕 

ウ 森林フィールドを活用して活動団体が実施するイベント等への支援

上記連絡会議等で抽出した課題を解決するための取組を推進します。

エ 市民との協働による森林の整備・保全や活用に関する活動を支援

市民による多様な森づくり活動を推進するため、整備目標（例：①景観、②生物多様性、③バイオ

マス生産、④レクリエーション・教育の場等）の設定や具体的な整備の手法等に関する技術講習等

の取組を推進します。  

◆ 森林整備の必要性や木材利用に関する普及啓発の推進

市民に森林の役割や重要性を知ってもらい、森林への関心を引き出すための取組を推進します。

  また、市民参加による取組として、NPO など活動団体と連携し、子どもが自然の大切さを知り、ふるさと

への愛着をはぐくむための森林体験や木育などを推進します。 

＜推進に向けた対応策＞ 

ア 森林環境教育による森林の多面的機能の周知

森林環境教育等のフィールドとして整備した森林や遊歩道を活用した植生・動物観察、登山ツ

アー等の体験活動を実施します。

イ 木育の推進

木育イベントの開催等により木に親しみ、木の良さや森林の大切さを伝えます。

・木工教室や木製遊具を使用したイベントを継続的に開催します。

・公共施設に木のおもちゃ等の木製遊具を導入します。

・熊本県が認定している木育インストラクターとの連携等による木育の推進を検討します。

ウ 広報・ＰＲ活動（イベント等）を推進

本市ＨＰをはじめ、各種広報媒体を活用して森林の役割や重要性を周知し、森林整備の必要性

や木材利用に関する普及啓発を推進します。また、本市で開催する各種イベントとの連携により森

づくりの意義や森林機能をＰＲします。

＜イベントの例：アジア・太平洋水サミット、全国都市緑化くまもとフェア 等＞

エ 森林の持つ地下水の水源涵養機能の向上

上下流連携による取組として、上流域の森林のもつ水源涵養機能の恩恵を享受している責務

として、現在森林整備協定を締結している白川・緑川・菊池川上流域の自治体とさらに連携・協

力し、森林整備を行います。また、これらの水源涵養林を活用した森林環境教育イベント等を検

討します。 

オ 公共施設整備への木材利用

森林環境教育の関連施設や森林の遊歩道整備など、公共施設整備への木材利用を推進し

ます。 
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３３  森森林林のの機機能能区区分分ごごととのの目目指指すす姿姿とと施施業業のの方方法法

森林の機能を十分に発揮する森林の姿と、そのために行う森林整備は次のとおりです。 

（（１１）） 公公益益的的機機能能

①① 水水源源涵涵養養機機能能

＜森林の姿＞ 

下層植生とともに樹木の根が発達することにより、水を蓄えるすき間に富んだ浸透・保水能力の

高い森林土壌を有する森林 

＜整備の概要＞ 

ア 人工林

良質な水の安定供給を確保する観点から、適切な保育・間伐を促進しつつ、下層植生や樹木

の根を発達させる施業を推進するとともに、良質な水の安定供給を確保する観点から、適切な

保育・間伐等を行い、下層植生や樹木の根を発達させる施業を推進します。 

また、自然条件や市民のニーズ等に応じ、自然の遷移も活用した針広混交林の育成などの施

業や、水源涵養のため指定された保安林の適切な管理を推進します。 

イ 天然林

人的な育成作業が必要な場合は補植注20や下刈り注21、除伐注22等の作業を行い、その後は自

然力に委ねます。 倒木は地表を流れる水の速度を制御するなどの重要な機能があり、腐朽段階

の倒木は保水能力が高いため、機能発揮の重要な構成要素とみなし、人為的に取り除かないよ

うにします（安全管理上必要な場合は取り除くものとします）。 

②② 山山地地災災害害防防止止機機能能/土土壌壌保保全全機機能能

＜森林の姿＞ 

下層植生が生育するための空間が確保され、適度な光が射し込み、下層植生とともに樹木の根が

深く広く発達し、土壌を保持する能力に優れた森林であって、必要に応じて山地災害を防ぐ施設が整

備されている森林 

＜整備の概要＞ 

ア 人工林

地形、地質等の条件を考慮した上で、自然条件や市民のニーズ等に応じ、自然の遷移も活用

した針広混交林の育成などの施業を推進します。 

注20 補植…苗木が枯れて空地ができたとき、再び苗木を植えること 

注21 下刈り…雑草木を刈払い、植栽木の成長に対する光、通風、根系競合などの障害を除去する作業（出典：森林・

林業実務必携） 

注22 除伐…天然に侵入した不要樹種、植栽木の不良木、被害木を伐倒し、植栽木の成長の障害を除去する作業（出

典：森林・林業実務必携） 



47 48
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②② 山山地地災災害害防防止止機機能能/土土壌壌保保全全機機能能

＜森林の姿＞ 

下層植生が生育するための空間が確保され、適度な光が射し込み、下層植生とともに樹木の根が

深く広く発達し、土壌を保持する能力に優れた森林であって、必要に応じて山地災害を防ぐ施設が整

備されている森林 

＜整備の概要＞ 

ア 人工林

地形、地質等の条件を考慮した上で、自然条件や市民のニーズ等に応じ、自然の遷移も活用

した針広混交林の育成などの施業を推進します。 

注20 補植…苗木が枯れて空地ができたとき、再び苗木を植えること 

注21 下刈り…雑草木を刈払い、植栽木の成長に対する光、通風、根系競合などの障害を除去する作業（出典：森林・
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注22 除伐…天然に侵入した不要樹種、植栽木の不良木、被害木を伐倒し、植栽木の成長の障害を除去する作業（出

典：森林・林業実務必携） 

また、土砂の流出防備等の機能が十全に発揮されるよう指定された保安林注23の適切な管理

を推進します。 

イ 天然林

自然に再生した森林で、根が浅い樹種に偏っている場合は、深く根を張る樹種を植栽し、根の

浅い樹種と深く根を張る樹種の混交林に誘導します。深く根を張る樹種の多い自然に再生した

森林はそのまま自然の遷移に任せます。森林の中でも樹高が高くまで成長している樹木で衰退

が始まったものは順次伐倒し、天然更新によって次代の樹木の確保を図ります。 

③③ 保保健健・・レレククリリエエーーシショョンン機機能能

＜森林の姿＞ 

身近な自然や自然とのふれあいの場として適切に管理され、多様な樹種・樹齢等からなり、市民

に憩いと学びの場を提供している森林であって、必要に応じて保健・教育活動に適した施設が整備

されている森林 

＜整備の概要＞ 

ア 人工林

市民に憩いと学びの場を提供する観点から、自然条件や市民のニーズ等に応じ広葉樹の導

入を図るなどの多様な森林整備を行うとともに、保健等のため指定された保安林については適

切な管理を推進します。また、美的景観の維持・形成に配慮した森林整備を推進します。 

イ 天然林

自然状態に近くかつ景観的に好ましい樹種構成（春季のサクラや秋季に紅葉する樹種など）と

なるよう、必要に応じて樹種転換を図ります。ただし、生態系の多様性等を保全する観点から、そ

の土地固有の自然条件等に適した森林構成を維持することを基本とした保全を図ります。 

④④ 文文化化機機能能

＜森林の姿＞ 

史跡、名勝等と一体となって潤いのある自然景観や歴史的風致を構成している森林であって、必

要に応じて文化活動に適した施設が整備されている森林 

＜整備の概要＞ 

ア 人工林

風致等のため指定された保安林については適切な管理を推進します。また、美的景観の維

持・形成に配慮した森林整備を推進します。 

イ 天然林

自然状態に近くかつ景観的に好ましい樹種構成（春季のサクラや秋季に紅葉する樹種など）

となるよう、必要に応じて樹種転換を図ります。ただし、地域で固有の樹種とのバランスに留意し

ます。 

注23 保安林…公益的機能の発揮が特に要請される森林について、農林水産大臣又は都道府県知事が「森林法」に

基づいて指定する森林。立木の伐採や土地の形質の変更等を規制している（出典：林野庁 HP） 
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⑤⑤ 生生物物多多様様性性保保全全機機能能

＜森林の姿＞ 

多種多様な生物が生育・生息している森林であって、多様な樹種・樹齢・林齢で構成され、一定の

広がりのある森林 

＜整備の概要＞ 

ア 人工林

生態系の多様性等を保全する観点から、その土地固有の自然条件等に適した森林構成を維

持することを基本とした保全を図ります。また、野生生物のための回廊注24の確保にも考慮した

適切な保全を推進します。 

イ 天然林

多様な生物の生育・生息の場を提供するため、その重要な要素となる枯死木や倒木を、林分

成立段階・若齢段階・成熟段階の各段階において残存させ、自然の遷移に任せながら、老齢段

階の森林へと誘導します。 

（（２２）） 木木材材等等生生産産機機能能

＜森林の姿＞

林木の生育に適した土壌を有し、木材として利用する上で良好な樹木により構成され、成長量

が高い森林で、林道等の基盤施設が適切に整備されている森林 

＜整備の概要＞ 

木材等の林産物を持続的、安定的かつ効率的に供給する観点から、森林の健全性を確保し、木

材需要に応じた樹種、径級注25の樹木を生育させるための適切な造林、保育及び間伐等を推進しま

す。また、将来にわたり育成単層林注26として維持する森林では、主伐後の植栽による確実な更新を

行うとともに、施業の集約化や機械化を通じた効率的な森林の整備を推進します。 

注24 回廊（緑の回廊）…適切な森林の維持整備を行うことによって動植物の移動経路の確保、全体としての生物多

様性の保全を図る取組（出典：森林・林業実務必携） 

注25 径級…木材の太さごとの階級 

注26 育成単層林…単一樹種を同時期に植栽し、維持する施業方法（出典：林業技術ハンドブック） 
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４４  ロローードドママッッププ  

 
３ 

第
１
章

熊
本
市
の
森
づ
く
り

の
推
進
方
向



51

５５ 検検証証指指標標のの設設定定

本計画の達成度を図るため、森づくりの方向性及び森づくりの推進方策に対応して、次のとおり検証指標を設

定します。 

（（11））森森林林のの有有すするる多多面面的的機機能能のの高高度度発発揮揮

検証指標 
基準値 

（R2） 

目標値 

（R6） 

目標値 

（R11） 

森林経営管理制度に基づく森林所有者意向調査の実施

面積 
56ha 300ha 600ha 

※森林の有する多面的機能の発揮を目的とする森林経営管理制度の運用として実施する森林所有者意向

調査の実施面積を検証指標に設定します。市内の私有林人工林約 890ha（人工林 1,040ha から森林経

営計画策定地 153ha を除いた面積）を 15 年（国の示す同制度運用を一巡する目安（間伐のおおよその

周期））で除した約 60ha を年間の意向調査実施目標面積として設定します。 

（（22））放放置置竹竹林林対対策策のの取取組組のの拡拡大大  （（市市民民協協働働のの取取組組とと里里山山林林のの保保全全））

検証指標 
基準値 

（R2） 

目標値 

（R6） 

目標値 

（R11） 

放置竹林対策（森林・山村多面的機能発揮対策交付金

等）に取り組んだ面積 
37ha 50ha 65ha 

※放置竹林対策の主要な取組となる森林・山村多面的機能発揮対策交付金等に取り組む面積を検証指標

に設定します。これまでの同交付金の取組面積の推移を踏まえ、年間約 3ha の取組面積の増加を想定した

目標値を設定します。 

（（33））市市民民がが森森にに親親ししむむ森森林林空空間間のの創創出出とと森森林林にに対対すするる市市民民理理解解のの醸醸成成

検証指標 
基準値 

（R2） 

目標値 

（R6） 

目標値 

（R11） 

森に親しんだ市民の割合 １７．５％ 増加 増加 

※森林の多様な利活用（ 森林浴、紅葉の鑑賞、ハイキング・登山、山や森林等でのイベント、自然観察会、森

林・竹林の整備や手入れ（伐採・草刈り・タケノコ掘りなど））や木（樹木）とのふれあい（しいたけのコマ打ち

体験や木工教室への参加など）を通じて、森に親しんだと感じる市民アンケート（7 次総合計画の市民アンケ

ート）の結果を検証指標に設定します。令和 2 年度からの新規アンケート項目であるため、目標の数値化は

行わず、「増加」を目標として設定します。
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５５ 検検証証指指標標のの設設定定
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定します。 
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目標値 

（R6） 
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（R11） 

森林経営管理制度に基づく森林所有者意向調査の実施

面積 
56ha 300ha 600ha 

※森林の有する多面的機能の発揮を目的とする森林経営管理制度の運用として実施する森林所有者意向

調査の実施面積を検証指標に設定します。市内の私有林人工林約 890ha（人工林 1,040ha から森林経

営計画策定地 153ha を除いた面積）を 15 年（国の示す同制度運用を一巡する目安（間伐のおおよその

周期））で除した約 60ha を年間の意向調査実施目標面積として設定します。 

（（22））放放置置竹竹林林対対策策のの取取組組のの拡拡大大  （（市市民民協協働働のの取取組組とと里里山山林林のの保保全全））

検証指標 
基準値 

（R2） 

目標値 

（R6） 

目標値 

（R11） 

放置竹林対策（森林・山村多面的機能発揮対策交付金

等）に取り組んだ面積 
37ha 50ha 65ha 

※放置竹林対策の主要な取組となる森林・山村多面的機能発揮対策交付金等に取り組む面積を検証指標

に設定します。これまでの同交付金の取組面積の推移を踏まえ、年間約 3ha の取組面積の増加を想定した

目標値を設定します。 

（（33））市市民民がが森森にに親親ししむむ森森林林空空間間のの創創出出とと森森林林にに対対すするる市市民民理理解解のの醸醸成成

検証指標 
基準値 

（R2） 

目標値 

（R6） 

目標値 

（R11） 

森に親しんだ市民の割合 １７．５％ 増加 増加 

※森林の多様な利活用（ 森林浴、紅葉の鑑賞、ハイキング・登山、山や森林等でのイベント、自然観察会、森

林・竹林の整備や手入れ（伐採・草刈り・タケノコ掘りなど））や木（樹木）とのふれあい（しいたけのコマ打ち

体験や木工教室への参加など）を通じて、森に親しんだと感じる市民アンケート（7 次総合計画の市民アンケ

ート）の結果を検証指標に設定します。令和 2 年度からの新規アンケート項目であるため、目標の数値化は

行わず、「増加」を目標として設定します。

６６  市市民民・・事事業業者者・・行行政政のの協協働働体体制制とと役役割割  

市民・事業者・行政の協働体制と役割について、下表に整理します。 

推進方策 市民 
事業者(市民活動団

体を含む)  
市 

森林の有す

る多面的機

能の高度発

揮 

（１）森林経営管理

制度の運用 

・森林所有者としての

管理責任 

・意向調査回答、境界

確認立会 

・森づくりの方向性に

沿った森林整備 

・生産力向上

・森林経営管理制度の

円滑な運用 

・効率的な森林整備と

管理 

（２）市民が親しむ

森林空間（遊歩道

等含む）の整備と

活用を推進 

・森林空間の利活用 ・林内道・遊歩道の整

備 

・森林整備

・森林空間整備の計画

及び実施 

・利活用の仕組みづくり

放置竹林対

策の取組の

拡大 

（１）市民との協働

による放置竹林対

策と竹林の有効活

用を推進 

・主体的な竹林整備

・竹林の利活用

・竹林整備の技術・マ

ンパワーの提供

・地域活性化に向け

たイベント等の開催 

・取組の拡大と継続の

仕組みづくり 

・竹林の利活用の推進

市民が親し

む森林空間

の創出と森

林に対する

市民理解の

醸成 

（１）市民が親しむ

森林空間（遊歩道

等含む）の整備と

活用を推進 

＜再掲＞ 

・森林空間の利活用 ・林内道・遊歩道の整

備、活用 

・森林整備、活用

・森林空間整備の計画

及び推進 

・森林空間の利活用の

促進 

（２）市民との協働

による里山林の保

全と活用を推進 

・里山林の利活用

・里山保全活動への

参加 

・里山林を活用したイ

ベントへの参加 等 

・里山林の利活用

・里山林の保全活動

の実施、参加 

・里山林を活用したイ

ベントの開催 等 

・里山林の保全活用に

向けた推進体制の構

築、運営 

・里山林の利活用の推

進 

（３）森林整備の必

要性や木材利用に

関する普及啓発の

推進 

・木材の利用

・森林の利用

・イベント参加

・広報・ＰＲ

・イベント開催

・イベント参加

・広報・ＰＲ

・イベント開催
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７７  森森林林環環境境譲譲与与税税のの活活用用のの方方向向性性

（（１１））熊熊本本市市へへのの森森林林環環境境譲譲与与税税のの譲譲与与額額（（想想定定））

R1 年度（2019 年度） R2 年度（2020 年度）～ R4 年度（2022 年度）～ R6 年度（2024 年度）～ 

0.42 億円/年 0.90 億円/年 1.16 億円/年 1.43 億円/年 

※令和２年度税制大綱に示された措置（財源に地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金を活用）に

基づき試算した額

※※参参考考：：「「森森林林環環境境税税及及びび森森林林環環境境譲譲与与税税にに関関すするる法法律律」」（（第第３３４４条条））よよりり抜抜粋粋

市町村は、譲与を受けた森林環境譲与税の総額を次に掲げる施策に要する費用に充てなければならない。

◆ 森林の整備に関する施策

◆ 森林の整備を担うべき人材の育成及び確保

◆ 森林の有する公益的機能に関する普及啓発

◆ 木材の利用の促進

◆ その他の森林の整備の促進に関する施策

（（２２））本本市市ににおおけけるる森森林林環環境境譲譲与与税税のの活活用用のの考考ええ方方

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の趣旨に基づき森林の有する公益的機能の維持増進

に資するよう適正に活用するものとし、本計画第Ⅲの２に掲げる「森づくり推進方策」に基づいた取組等に

活用していきます。 

（（３３））活活用用のの具具体体例例(第第ⅢⅢ．．２２「「森森づづくくりりのの推推進進方方策策」」にに基基づづいいたた取取組組)

❶ 森林の整備に関する施策の推進

ア 森林経営管理制度の運用（森林現況調査、森林所有者アンケート調査、森林所有者意向調

査、森林経営集積計画作成、間伐等整備等）

イ 市有林の整備（森林環境教育等のフィールド整備等）

＊ 遊歩道の整備・管理

＊ 市有林の整備・管理 

＊ 林道、作業道の整備・管理 
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市町村は、譲与を受けた森林環境譲与税の総額を次に掲げる施策に要する費用に充てなければならない。

◆ 森林の整備に関する施策

◆ 森林の整備を担うべき人材の育成及び確保

◆ 森林の有する公益的機能に関する普及啓発

◆ 木材の利用の促進

◆ その他の森林の整備の促進に関する施策

（（２２））本本市市ににおおけけるる森森林林環環境境譲譲与与税税のの活活用用のの考考ええ方方

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の趣旨に基づき森林の有する公益的機能の維持増進

に資するよう適正に活用するものとし、本計画第Ⅲの２に掲げる「森づくり推進方策」に基づいた取組等に

活用していきます。 

（（３３））活活用用のの具具体体例例(第第ⅢⅢ．．２２「「森森づづくくりりのの推推進進方方策策」」にに基基づづいいたた取取組組)

❶ 森林の整備に関する施策の推進

ア 森林経営管理制度の運用（森林現況調査、森林所有者アンケート調査、森林所有者意向調

査、森林経営集積計画作成、間伐等整備等）

イ 市有林の整備（森林環境教育等のフィールド整備等）

＊ 遊歩道の整備・管理

＊ 市有林の整備・管理 

＊ 林道、作業道の整備・管理 

❷ 森林の整備を担うべき人材の育成及び確保

ア 森林整備の担い手確保の推進

異業種からの参入促進に関する取組

イ 放置竹林対策の推進

市民との協働の森づくり連絡会議の運営

民間企業等の積極的な活用

❸ 森林の有する公益的機能に関する普及啓発

ア 市有林の整備・活用（森林環境教育等のフィールド整備・活用等）≪再掲≫

＊ 遊歩道の整備・活用

＊ 市有林の整備・活用 

イ 森林環境教育の推進

＊ 森林機能の学習や森林の体験活動を行う各種イベント等の開催

＊ 森林環境教育の拠点整備（既存施設の活用含む） 

＊ 金峰森の駅みちくさ館の運営等 

ウ 木育の推進

＊ 木育・木工教室等の各種イベントの開催

＊ 木製遊具等の導入 

❹ 木材の利用の促進

ア 木材利用の普及啓発に関する取組

＊ 各種公共施設への木材（国産材・県産材）の利用等

❺ その他の森林整備の促進に関する施策の推進

ア 白川・緑川・菊池川上流域の地下水水源涵養林の整備に関する取組

イ 白川・緑川・菊池川上流域の地下水水源涵養林を活用した森林環境教育等のイベント推進

ウ その他健全な森づくりの推進に関する取組

（（４４））森森づづくくりり推推進進基基金金のの設設置置

今後、増加が想定される森林経営管理制度の運用に伴う私有林の整備・管理や森林関連施設の

整備、公共施設への木材利用（木質化）等に備えて、森林環境譲与税の受け皿となる基金を設置し

効率的な運用を行います。 

　　＊　異業種からの参入促進に関する取組

　　＊　市民との協働の森づくり連絡会議の運営

　　＊　民間企業等の積極的な活用
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